
（様式３）

パブリックコメント案件概要

案件名：（仮称）尼崎市こども家庭センター設置基本方針の策定について

１．施策の概要
　児童に対して切れ目のない一貫した支援を行っていくため、本市に児童相談所を設置するにあたり、本市が
目指す児童相談所の姿や組織・人員配置・人材育成、施設整備等の基本的な考え方をまとめた「（仮称）尼崎
市こども家庭センター設置基本方針」を策定します。

２．施策策定（見直し）に至った背景・問題点など
　本市では令和元年１０月にいくしあを開設し、日々の暮らしのなかで課題や困難を抱える子どもたちと子育て
家庭に寄り添い、福祉・保健・教育等が連携しながら、子どもの成長段階に応じて、切れ目なく総合的な支援を
行っています。
　本市での児童虐待に関する相談は年々増加しており、児童虐待等に対してより効果的に対応していくため
に、１つの自治体で児童相談所機能も担い、関係機関や様々な資源とも連携し、一貫した支援を行う必要があ
ります。

３．目指す姿・対応策など
　いくしあを既に運営している本市の強みを生かした児童相談所を設置し、子どもファーストな視点に立った予
防から自立までの一貫した支援を目指します。

４．施策の対象範囲・期間など
　市内居住、市内の子ども施設に在籍、市内に在学・在勤する者

５．市民意向調査の概要
　本市が設置する（仮称）尼崎市こども家庭センター（以下、センター）に期待する役割・機能等について、当事
者及び支援機関の意見を聴取することを目的として、子ども及び支援機関等との意見交換会を実施しました。

６．施策の検討経過
　(1) 素案検討過程での主な論点
　上記当事者等に加え、尼崎市子ども・子育て審議会の委員に以下の項目等に係る意見聴取を実施
・本市が考える基本理念や目指す姿
・センターに期待する役割・機能

　(2) 策定過程で比較検討した複数案の主な項目と反映理由
－

７．今後のスケジュール
・パブリックコメントの募集
　令和3年11月19日から12月10日まで
・パブリックコメントの募集結果公表
　令和4年2月頃

８．添付資料

・(仮称)尼崎市こども家庭センター設置基本方針(素案)

９．お問い合わせ先

こども青少年局子どもの育ち支援センター児童相談所設置準備担当
　　　〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番6号
電話番号（TEL）06-6423-7008
ファクス（FAX）06-6409-4298
メールアドレス（Eメール）ama-jiso-setchijumbi@city.amagasaki.hyogo.jp


